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厚生労働省老健局老人保健課

貴関係諸団体に速やかに送信いただきます

ようよろしくお願いいたします。

各都道府県介護保険担当課（室）
各市町村介護保険担当課（室） 御 中

← 厚生労働省 老健局 老人保健課

今回の内容

令和８年度介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等

調査）へのご協力依頼について

計５枚（本紙を除く）

連絡先 TEL : 03-5253-1111(内線 3960)

FAX : 03-3595-4010



事 務 連 絡

令和８年６月１日

各都道府県介護保険担当主管部（局）

各市区町村介護保険担当主管部（局） 御中

厚生労働省老健局 老人保健課

令和８年度介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査）への

ご協力依頼について

介護保険制度の推進につきましては、日頃より格別のご尽力を賜り厚く御礼

申し上げます。

今般、厚生労働省では、介護サービス施設・事業所を対象として、「令和８

年度介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査）」を本年７月に実施する

予定です。

本調査は、介護従事者の処遇の状況及び処遇改善加算の影響等の評価を行う

とともに、令和９年度介護報酬改定のための基礎資料等として活用される大変

重要なものとなることから、より多くの施設・事業所の皆様の御協力が必要で

す。

つきましては、本調査の趣旨をご理解いただき、貴団体より所属の施設・事

業所に対し、調査への協力について周知いただくなど特段のご配慮をお願いい

たします。（別紙１）

なお、法人本部の方にもご協力いただくことで、より円滑かつ正確な回答が

可能となるとのご要望があったことを踏まえ、事前に届出いただいた法人本部

の方に対して、傘下の調査対象施設・事業所分の調査票をまとめて送付する

「一括送付」の仕組みを導入していますので、併せてご周知をお願いいたしま

す。（別紙２）

※令和８年度介護事業実態調査（介護事業経営実態調査）（令和８年３月 17

日発出・介護保険最新情報 Vol.1482参照）で一括送付届出書をご提出いただ

いた法人本部におかれましては、本調査においても当該届出書をそのままご提

出いただけます。なお、記入内容をご確認いただき変更がない場合も、改めて

ご提出いただきますようお願いいたします。



➢
調
査
対
象
と
な
っ
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
に
は
、
７
月
下
旬
頃
か
ら
調
査
票
を
お
届
け
し
ま
す
。

※
本
調
査
は
無
作
為
抽
出
調
査
の
た
め
、
8月
上
旬
ま
で
に
調
査
票
が
届
か
な
い
事
業
所
は
今
回
の
調
査
対
象
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

※
法
人
本
部

本
社
等

宛
へ
の
一
括
送
付
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
別
紙
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
の
皆
さ
ま
へ

別
紙
１

令
和
８
年
度
介
護
従
事
者
処
遇
状
況
等
調
査

に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

厚
生
労
働
省
で
は
本
年
７
月
に
「
令
和
８
年
度
介
護
従
事
者
処
遇
状
況
等
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

集
計
・
分
析

～
８
月
末
ま
で

調
査
票
回
答
・
提
出

介
護
報
酬
へ
反
映

７
月
下
旬

調
査
票
の
送
付

報
酬
改
定
の
検
討

調
査
票
が
届
い
た
介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

本
調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

➢
本
調
査
は
、
令
和
９
年
度
介
護
報
酬
改
定
の
た
め
の
基
礎
資
料
等
と
し
て
活
用
さ
れ
る

大
変
重
要
な
統
計
調
査
で
す
。



※
統
計
法
第
４
１
条
に
よ
り
、
回
答
い
た
だ
い
た
調
査
報
告
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
、
行
政
上
の
経
営
管
理
や
税
務
調
査
の
た
め
の
資
料
と
い
っ
た
、
統
計
の
作
成
以
外
の

目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

介
護
従
事
者
処
遇
状
況
等
調
査
と
は

調
査
票
の
サ
ン
プ
ル
は
こ
ち
ら
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Ｈ
Ｐ
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介
護
サ
ー
ビ
ス
施
設
・
事
業
所
の
皆
さ
ま
へ

✓
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算

処
遇
改
善
計
画
書

令
和
７
年
度
及
び
令
和
８
年
度


✓

処
遇
改
善
計
画
書
の
内
容
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
の
み

変
更
に
係
る
届
出
書

✓
令
和
７
年
度
介
護
分
野
の
職
員
の
賃
上
げ
・
職
場
環
境
改
善
支
援
事
業
計
画
書
・
実
績
報
告
書

✓
令
和
７
年
７
月
及
び
令
和
８
年
７
月
の
利
用
者
数
等
が
分
か
る
資
料

✓
令
和
７
年
７
月
及
び
令
和
８
年
７
月
の
職
員
へ
の
給
与
支
給
を
管
理
し
て
い
る
資
料


賃
金
台
帳
な
ど


✓
令
和
８
年
７
月
の
職
員
の
勤
務
状
況
が
分
か
る
資
料

職
員
名
簿
、
シ
フ
ト
表
な
ど


ー
回
答
に
必
要
な
資
料
ー

調
査
に
ご
回
答
い
た
だ
く
に
あ
た
り
、

右
記
の
資
料
を
事
前
に
ご
用
意
い
た
だ
く
と

ス
ム
ー
ズ
に
回
答
い
た
だ
け
ま
す
。

ー
調
査
の
内
容
ー

•
介
護
従
事
者
等
の
給
与
等
の
状
況

•
介
護
職
員
等
処
遇
改
善
加
算
の
届
出
の
状
況

•
令
和
７
年
度
介
護
分
野
の
職
員
の
賃
上
げ
・
職
場
環
境

改
善
支
援
事
業
の
申
請
状
況

•
給
与
等
の
引
き
上
げ
以
外
の
処
遇
改
善
状
況

•
介
護
従
事
者
等
の
給
与
等
の
状
況

基
本
給
の
額
、

手
当
の
額
、
一
時
金
の
額
等




傘
下
の
調
査
対
象
事
業
所
分
の
調
査
票
が
、

法
人
本
部

本
社
等

に
ま
と
め
て
送
付
さ
れ
ま
す

調
査
開
始
前
に
「
一
括
送
付
」
の
届
出
を
受
付
し
ま
す

「
一
括
送
付
」
と
は
、
事
前
に
届
出
い
た
だ
い
た
法
人
本
部

本
社
等

宛
に
、
傘
下
の
調
査
対
象
事
業

所
分
の
調
査
票
を
ま
と
め
て
送
付
す
る
仕
組
み
で
す

下
図
①


②
通
常
の
調
査
票
送
付
の
場
合

一
括
送
付
の
届
出
な
し


①
一
括
送
付
を
届
出
し
た
場
合

→
調
査
票
が
各
調
査
対
象
事
業
所
に
直
接
送
付
さ
れ
ま
す

厚 生 労 働 省 （ 調 査 事 務 局 ）

調
査
対
象
事
業
所

本
社
等

傘 下 事 業 所 Ａ

傘 下 事 業 所 Ｂ

傘 下 事 業 所 Ｃ

傘 下 事 業 所 Ｄ

傘 下 事 業 所 Ｅ

傘
下
事
業
所
が
１
箇
所
の
み
の
場
合
で
も
、

届
出
が
可
能
で
す
。

→
調
査
票
が
法
人
本
部
宛
に
送
付
さ
れ
ま
す

別
紙
２

法
人
本
部
の
皆
さ
ま
へ

※
「
一
括
送
付
」
の
届
出
は
必
須
で
は
な
く
、
任
意
で
す
。

「
一
括
送
付
」
が
不
要
の
場
合
は
、
通
常
の
送
付
方
法

上
図
②

に
て
調
査
対
象
事
業
所
宛
に
調
査
票
を

送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
届
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
「
一
括
送
付
」
の
届
出
は
、
傘
下
に
施
設
・
事
業
所
を
有
す
る
法
人
本
部

本
社
等

の
み
が
可
能
で
す
。

傘
下
に
属
す
る
各
施
設
・
事
業
所
か
ら
の
届
出
は
受
け
付
け
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご
留
意
く
だ
さ
い
。

ー
ご
留
意
事
項
ー



法
人
本
部

本
社
等

の
方
に
も
ご
協
力
い
た
だ
く
こ
と
で
、
よ
り
円
滑
に
回
答
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す

の
で
、
積
極
的
に
ご
活
用
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

法
人
本
部
の
皆
さ
ま
へ

「
一
括
送
付
」
手
続
き
以
降
の
流
れ

・
調
査
事
務
局
よ
り
、
法
人
本
部
ご
担
当
者
様
へ
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
事
業
所
を
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

・
法
人
本
部
宛

届
出
書
記
載
の
住
所

に
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
事
業
所
の
調
査
票
が
ま
と
め
て

送
付
さ
れ
ま
す
。

・
調
査
票
を
記
入
い
た
だ
き
、
オ
ン
ラ
イ
ン
又
は
郵
送
に
て
ご
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

St
ep
2
届
出
書
の
記
入
・
提
出

St
ep
3
調
査
対
象
事
業
所
の
お
知
ら
せ

St
ep
4
調
査
票
の
受
取

St
ep
5
調
査
票
の
提
出

６
月
１
９
日
ま
で

７
月
下
旬
頃
～

８
月
２
８
日
ま
で

St
ep
1
届
出
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

※
St
ep
3と
4は
前
後
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
一
括
送
付
の
届
出
方
法
】

①
下
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
ま
た
は
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
入
力
し
、
届
出
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。

②
届
出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出
先
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
ま
で
お
送
り
く
だ
さ
い
。

【
厚
生
労
働
省
Ｈ
Ｐ

一
括
送
付
の
仕
組
み
の
創
設
に
つ
い
て
】

【
提
出
期
限
】
６
月
１
９
日

金

ま
で
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【
提
出
先
】
ka
ig
o-
su
rv
ey
@m
hl
w.
go
.j
p

届
出
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
こ
ち
ら
か
ら


